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 日 曜日 予定 

５ 火 諸費① 

６ 水 Ｊアラート 11：00 

１１ 月 
あいさつ運動（～13 日） 

委員会活動 

１３ 水 
校内研修会５限（２年３組） 

他 13：20 下校 

１４ 木 校外学習６年 

１５ 金 諸費②、校外学習１年 

１９ 火 体育参観（運動会）前日準備 

２０ 水 
体育参観（運動会）全学年 6限授業 

雨天順延の場合→全学年 5限授業 

２１ 木 避難訓練、体育参観（運動会）予備日 

２２ 金 校外学習４年 

２８ 木 修学旅行６年（神戸・淡路方面） 

２９ 金 
修学旅行６年（神戸・淡路方面） 

全学年５限授業（東小研究授業） 

 

１ 月 あいさつ運動（～４日）、委員会活動 

２ 火 校外学習２年、体重測定５･６年 

４ 木 体重測定３･４年 

５ 金 諸費①、校外学習５年、体重測定１･２年 

１１ 木 校外学習３年 

１９ 金 授業参観(オンライン) 

  

寝屋川市立中央小学校 （寝屋川市初町１番２５号） 

校長： 遠藤 敏之   
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◇体育参観（第５５回運動会） 
 １０月２０日（水） 

 昨年度に続けて、今年度の運動会

も、新型コロナウィルス感染症の影響に

より、規模を縮小し平日開催となりま

す。また、各家庭２名までという入場制

限があります。参観の際は、事前に配布

される保護者証に名前等を記入し、当

日必ず持参してください。詳しくは後日

配布されますお知らせを確認くださ

い。 

  

◇第２学期授業参観 １１月１９日（金） 

２学期もオンラインによる授業参観の

実施を予定しています。詳細は後日、別

紙でお知らせします。今後の状況によ

り、予定が変更となることがあります。 

 
 
◇なっぴぃクラブ活動開始 
 緊急事態宣言が解除されることに伴

い、放課後子供教室（なっぴぃクラブ）

の活動が再開されます。参加される教

室の実施日等は、各自ご確認ください。

なお、本校において学級休業等があっ

た場合は活動を停止することになりま

す。ご了承ください。 

 

 

◇豊野町歩道橋の修繕工事 
 寝屋川市道路管理課より、１０月５日

（火）から１２月２４日（金）の期間中、歩道

橋の修繕工事を実施すると連絡があり

ました。工事期間中、児童の登下校時に

は交差点の横断歩道を通行することに

なり、警備員が誘導を行います。ご理解

いただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

 

リサイクル活動 【雑紙＆ペットボトルキャップ回収事業】 

 寝屋川市の施策として、家庭で出た雑紙やペットボトル
を回収し、リサイクルする取組みを進めています。中央小学
校では、夏休み明けから多くの雑紙が集まり、目標としてい
た値を見事に超えることができました。ありがとうございま
した。引き続き回収は続けますので、みなさんのご協力よ
ろしくお願いします。 

2学期は学校休業から始まり、分散登校、選択登校制の要請と続き、なかなか落ち着いて学校

生活ができない状況で始まりましたが、いろいろとご協力いただきありがとうございました。 

今年度が始まってからの半年間を振り返ると、大阪府では 4月 25日からの緊急事態宣言、6

月 21日から 8月 1日までのまん延防止等重点措置を挟んで再び 2か月間の緊急事態宣言と、

継続して 5か月にも及び感染症対策のための要請がなされていました。そしてこのたびようやく

緊急事態宣言が解除されました。 

10月より寝屋川のフェーズが 3になり、教育活動の制限が少し緩和されることとなりまし

た。これを受け、しばらくできなかった活動をある程度再開することができるようになりました

が、感染症対策については、これまでと変わらず十分に配慮をしていくこととなります。気温も

下がってきましたので、休み時間に体をしっかり動かして遊べるようにしたいと思います。 

いま、子どもたちは体育参観に向けて練習をしています。学年ごとの分散開催となりますが、

保護者の方々にわが子の成長を見ていただける貴重な機会となります。 

これまで、思う存分に体を動かすことができなかった子どもた

ちにとって、この時期に宣言が解除されたのはとても喜ばしいこ

とです。本番に向けてやりがいをもって取り組み、心と体を育て

ていけるような、実りある「スポーツの秋」となってほしいと願

っています。当日はぜひあたたかい拍手で応援していただきます

ようお願いします。 

10月 11月には、修学旅行や校外学習などの行事も予定して

います。決して無理をすることはせず、しかしながら、できる時

にできる活動をできる限り保証しながら教育活動を進めてまいり

ますので、引き続きご協力をお願いいたします。 

  

9月 13日 大根種植え 園芸委員会 

園芸委員会の児童が、地域の農業ク
ラブの方々にお手伝いをしてもらいなが
ら、大根の種を植えました。１つの穴に３
つの種を植えることを教わり、一人ひと
り慎重に取り組んでいました。 
 

◯フレンズフェスタ◯ 
１２月１日（水）は総合学習の成果として、各学年による発表や作品

の展示等を行います。今回の実施は、昨年度と同様、新型コロナウ

ィルス感染防止の観点から、本校児童のみの参加で実施します。 

学校の畑で、めずらしい 

サツマイモの花が咲いていました。 


